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ファミリーマートをめぐる動きが急加速！ 
農林中金の出資から見える伊藤忠の思惑 

 

7月上旬に、ファミリーマート（以下ファミマ）

をすでに子会社としている伊藤忠商事（以下伊

藤忠）は、TOBを行って完全子会社すると発表し

た。伊藤忠の2020年3月期決算は前年比5.3％の

減収。ファミマの利益を取り込むことで、その

絶対額を増やせる。この6月に、時価総額と株価

では三菱商事を上回って初めて総合商社トップ

に立っており、経営層は「3冠」に強い意欲を見

せているともっぱらだ。 

一方、“それだけのため”と思えないのも事

実。同時に発表されたJA全農と農林中金の出資。

約570億円で4.9％の株式を取得し、ファミマの

店舗を通じて地元の農産物を販売したり、ファ

ミマで扱うコンビニ弁当・惣菜に使う食材を提

供したりする。 

これは、農林中金にとってもメリットがある。

農林中金は、農業融資の少なさから2016年に不

要論を突きつけられた屈辱を味わった。新たな

「販路」を獲得したうえに、農産物加工品を開

発して商品価値を上げる道筋を用意すれば、プ

レゼンスを取り戻すことができる。もちろん、

この思惑どおりに進む保証はない。しかし4月に

ファミマは、中国事業における係争に勝訴。一

時は暗雲が立ち込めていた事業展開に明るい兆

しが見えている。新型コロナウイルスの発生源

とされながら、今では封じ込めに成功。少なく

とも伊藤忠は、その人口の多さから「コロナ後」

の最大のマーケットになる可能性が高い中国で

の足場を固めようと考えているのだろう。それ

を踏まえると、農協や農林中金と関係の深い農

業法人をめぐる投資マネーの動きも今後気にな

るところだ。 

 

19年度物納申請は61件で大幅減 
ピーク時92年度の0.01％まで減少 

 

国の税金は金銭による納付が原則だが、相続税

は、財産課税という性格上、延納によっても金銭

納付が難しい理由がある場合は、一定の相続財産

による物納が認められている。 

国税庁がまとめた2019年度相続税の物納申請

状況等によると、今年３月までの１年間の物納申

請件数は61件で前年度から▲38.4％（38件）減少、

金額も186億円で同▲42.6％（138億円）減少と、

件数、金額ともに大幅に減少した。 

物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以

降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して

著しく増加した。それまで年間400～500件程度に

過ぎなかったものが、バブル期の地価急騰及びそ

の後の地価急落で、路線価が地価を上回る逆転現

象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうに

も売れず、1990年度に1238件、1991年度に3871

件、そして1992年度には１万２千件台まで急増

した。 

しかしその後は、事前に相続税額を試算して

納税準備をするなど相続開始前から納税対策を

行う納税者が増えたことなどから、1999年度以

降は年々減少している。2019年度は大幅の減少

となったが、ここ10年間は1989年度（515件）以

来の１千件割れが続いている。 

2019年度の申請件数はピーク時1992年度（１

万2778件）のわずか0.005%、金額でも同じくピ

ーク時1992年度（１兆5645億円）の0.01％にま

で減少している。 

 


